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三

法
第
百
四
条
の
十
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

四

法
第
百
四
条
の
十
の
七
の
規
定
に
違
反
し
て
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
資
料
を
提
出
せ

ず
、
若
し
く
は
同
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
に
つ
い
て
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し
く
は
虚
偽

の
資
料
を
提
出
し
た
と
き
、
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
。

五

第
六
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

六

第
六
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

七

相
当
期
間
に
わ
た
り
補
償
金
関
係
業
務
を
休
止
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
休
止
に
よ
り
権
利
者
の
利
益

を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

２

文
化
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
す
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
管
理
団
体
が
支
出
す
べ
き
図
書
館
等
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の
算
出
等
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

第
八
条

第
六
十
条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
団
体
（
次
項
に
お
い
て
「
指
定
管
理
団
体
」
と
い
う
。）の
最
初
の
事
業
年

度
及
び
そ
の
翌
事
業
年
度
に
お
い
て
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
著
作
権
等
保
護
振
興
事
業
の
た
め
に
支
出
す

べ
き
図
書
館
等
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
条
に
規
定
す
る
補
償
金
残
余
額
は
、
零
と
す

る
。

２

指
定
管
理
団
体
の
最
初
の
事
業
年
度
に
係
る
第
六
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
」
と
あ
る
の
は
、「
法
第
百
四
条
の
十
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年

六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

２

合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
成
立
し
た
医
療
保
険
者
（
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
「
医
療
保
険
者
」を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
合
併
若
し
く
は
分
割
後
存
続
す
る
医
療
保
険
者
又
は
解
散
を
し
た
医
療
保
険
者
の

権
利
義
務
を
承
継
し
た
医
療
保
険
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
成
立
医
療
保
険
者
等
」
と
い
う
。）に
係
る
合
併
、

分
割
又
は
解
散
が
行
わ
れ
た
年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
併
等
年
度
」と
い
う
。）に
お
け
る
加
入
者
の
数
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
成
立
医
療
保
険
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
合
併
、
分

割
又
は
解
散
が
合
併
等
年
度
の
初
日
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

合
併
又
は
分
割
に
よ
り
成
立
し
た
医
療
保
険
者

当
該
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
医
療
保
険
者
又
は
当
該
分
割
に

よ
り
消
滅
し
た
医
療
保
険
者
若
し
く
は
当
該
分
割
後
存
続
す
る
医
療
保
険
者
か
ら
当
該
医
療
保
険
者
に
引
き
継
が

れ
た
合
併
等
年
度
の
加
入
者
の
数

二

合
併
後
存
続
す
る
医
療
保
険
者
又
は
解
散
を
し
た
医
療
保
険
者
の
権
利
義
務
を
承
継
し
た
医
療
保
険
者

当
該

合
併
又
は
解
散
前
に
お
け
る
当
該
医
療
保
険
者
に
係
る
合
併
等
年
度
の
加
入
者
の
数
に
当
該
合
併
又
は
解
散
に
よ

り
消
滅
し
た
医
療
保
険
者
か
ら
当
該
医
療
保
険
者
に
引
き
継
が
れ
た
合
併
等
年
度
の
加
入
者
の
数
を
加
え
て
得
た

数
三

分
割
後
存
続
す
る
医
療
保
険
者

当
該
分
割
前
に
お
け
る
当
該
医
療
保
険
者
に
係
る
合
併
等
年
度
の
加
入
者
の

数
か
ら
当
該
分
割
に
よ
り
成
立
し
た
医
療
保
険
者
に
引
き
継
が
れ
た
合
併
等
年
度
の
加
入
者
の
数
を
控
除
し
て
得

た
数

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一

部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
四
年
十
二
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

政
令
第
四
百
六
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則

第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
四
年
十
二
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

政
令
第
四
百
七
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）

第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
元
年
政
令
第
二
百
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
費
用
の
負
担
）

第
六
条

法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
が
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。）と
と
も
に
行
う
国
民
健
康

保
険
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
医
療
保
険
者
等
」
と
い
う
。）が
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
費

用
の
額
は
、
各
年
度
に
お
け
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
法
第
三

十
六
条
に
規
定
す
る
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
に
要
す
る
費
用
を
、
当
該
年
度
の
前
々
年
度
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
基
準
年
度
」
と
い
う
。）に
お
け
る
全
て
の
医
療
保
険
者
等
に
係
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
加
入
者
（
次
項
に
お
い
て
「
加
入
者
」と
い
う
。）、

同
法
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
並
び
に
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
か
ら
給
付
を
受
け
、
又
は
当
該
者
が
行
う
事
務
の
対
象
と
な
る
者
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
加
入
者
等
」
と
い
う
。）の
総
数
で
除
し
て
得
た
額
に
、
基
準
年
度
に
お
け
る
各
医
療
保
険
者
等
に
係
る

加
入
者
等
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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